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令和７年度 上勝町職員採用試験(令和8年4月採用)案内
< 実 施 要 領 >

令和７年９月２２日

上 勝 町
〒７７１－４５０１

徳島県勝浦郡上勝町大字福原字下横峯３番地１

電話 ０８８５－４６－０１１１

令和７年１０月 ８日（水） 午前９時から
申込受付期間 令和７年１０月２７日（月） 午後５時まで

【共通】 ※電子申請（インターネット）による申込み

一般事務 令和７年10月31日（金）～ 令和７年11月24日（月）第一次試験日
保 健 師 ※テストセンター方式

第二次試験日 令和７年１２月２１日（日） ※対象…第一次試験合格者

(1)申込みは、「電子申請」のみとなっていますのでご注意ください。
(2)受付期間経過後の申込は、一切受付けいたしませんので十分注意してください。

１．試験区分、採用予定人員及び職務の内容
（１）申込みできる「試験区分」は一つに限ります。
（２）申込み後は、「試験区分」の変更はできません。

試験区分 採用予定人数 職 務 の 内 容

高等学校 上勝町の各部署において、一般行政事務一般事務 若干名
卒業程度 に従事します。

【専門職】 短期大学 上勝町において、保健師の業務に従事し若干名
保 健 師 卒業程度 ます。

※採用予定人数は変更になる場合があります。

２．受験資格

試験区分 受験資格

高等学校一般事務 昭和56年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた者
卒業程度

【専門職】 短期大学 昭和56年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた者
保 健 師 卒業程度 で 保健師の資格を有する者または令和8年3月31日まで

に当該資格を取得する見込みの者

※「卒業程度」とは、試験の程度を示すものであり、学歴を受験資格とするものではありません。

☆ 次のいずれかに該当する者は、受験できません。
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（１）日本の国籍を有しない者
（２）地方公務員法第16条各号のいずれかに該当する者

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
イ 上勝町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること
を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

（３）平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするもの
以外）

３．試験の日時、試験種目、試験会場

試 験 日 試験区分 試験種目 試験会場

最寄りのテストセンター
第一次 令和7年10月31日(金) 一般事務 基礎能力検査 （会場と日時は、各自で指定
試 験 ～ 事務能力検査 していただきます。詳細は、｢

令和7年11月24日(月) 保 健 師 テストセンター方式｣について
をご確認ください。）

【第一次試験合格発表】 令和7年11月下旬以降

受験案内受領後 適性検査 web回答方法
～ ※第二次試験日までに ※自宅等から受験していた

第二次 令和7年12月15日(月) 一般事務 webにより受験 だきます。
試 験

保 健 師 作文試験 上勝町役場
令和7年12月21日(日) 口述試験 又は

上勝町コミュニティセンター

【第二次試験合格発表】 令和7年12月下旬以降

(１)自然災害等により、試験日程等を変更する場合は、上勝町のホームページでお知らせいたします。
(２)第二次試験の日程等にかかる詳細については、第一次試験の合格者へ個別にお知らせいたします。

【テストセンター方式について】
第一次試験期間中において、全国４７都道府県（約350か所）の会場から受験者が都合の良い
会場及び日時を予約し、それぞれの会場に設置されたパソコンを使用して受験する方式です。
※本人確認証（顔写真付き身分証明書<運転免許証､マイナンバーカード等>）の提示が必要です｡
※各都道府県における試験会場は「ＣＢＴＳ試験会場」と検索、または次のＵＲＬにアクセスし
てご確認ください。 https://cbt-s.com/testcenter/

※テストセンターの受験におけるトラブルについては、一切責任を負いません。

（参考）徳島県内の会場は２か所です。
①徳島テストセンター（徳島市寺島本町西1-33 第2中筋ビル2階）
②ＰＣカレッジジョイメイト徳島校テストセンター（徳島市沖浜１丁目9-2 ナチュラルビル2階）

※テストセンター方式による受験の流れ及び注意点
(1)受験前準備

受験案内メール マイページにログインし 受験予約完了 予約完了画面
が届く → 会場と日時を予約 → メールが届く → で確認

※一度行った受験予約は選択した受験日の前日14:00まで変更することができますが、それ以降
の変更はできません。

※予約した受験日に受験できない場合は【欠席】となり、それ以降の再予約はできませんので
ご注意ください。
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(2)受験当日

予約した日時に 受付書類の記入と本人確認を 試験官の指示に
会場へ向かう → 受け、荷物をロッカーに預ける → 従い受験

※顔写真付きの身分証明書（免許証、パスポート等）で有効期限内のものを必ず携行してくだ
さい。提示できない場合は受験できません。詳細は受験案内メールをご確認ください。

※会場へは、時間に余裕を持っての到着を心がけてください。

４．受験申込手続等

申込方法 電子申請（インターネット）
※「電子申請サービス（徳島県電子自治体共同システム）」を利用します。

令和７年１０月８日（水）午前９時 ～ １０月２７日（月）午後５時まで
※受付期間を過ぎての申込は、一切受付いたしません。

受付期間 ※申込締め切り直前は、サーバーが混み合うために申込みに時間がかかる恐
れがあります。余裕をもって、早めに手続きを行ってください。
※受付期間中に、システムの保守・点検等を行う場合や、重大な障害その他

【共通】 やむを得ない理由が生じた場合は、事前の通知を行うことなく、本システム
・一般事務 の運用の停止、休止、中断又は制限を行うことがありますので、あらかじめ
・保 健 師 ご了承ください。

また、このために生じた申込みの遅延、そのほか、使用される機器や通信
回路上の障害による申込みの遅延等には一切の責任を負いませんのでご注意
ください。

【登録環境の準備】
・パソコン又はスマートフォン

事前準備 （スマートフォン以外の携帯電話には対応していません。）
・本人のメールアドレス
※電子申請サービスに利用者登録したアドレスに電子メールを送信しますので

【共通】 「town-kamikatsu@apply.e-tumo.jp」から送信される電子メールが受信できる
・一般事務 よう設定してください。
・保 健 師 また、テストセンター方式に関連し、ドメイン名「cbt-s.com」についても受

信可能となるよう設定してください。
※申込みの不備や急な連絡を上勝町からする場合がありますので、「soumu@ka
mikatsu.i-tokushima.jp」から送信される電子メールについても受信できるよ
う設定してください。

【証明写真の準備】
電子申請時において、証明写真をアップロードしていただきますので、直近
６ヶ月以内に撮影したもので、縦4：横3程度のデジタル署名写真（jpgまたは
jpeg形式）をご準備ください。

・上勝町ホームページの「令和７年度上勝町職員採用試験(令和8年4月採用)
の実施について」内に記載のある「電子申請サービス（徳島県電子自治体

申込手続 共同システム）」URLにアクセスし、申込みを行ってください。
※電子申請を行うには「利用者登録」が必要です。利用規約をよく読んで、
利用者登録(新規登録)を行ってください。

【共通】
・一般事務 ・申込手順を確認のうえ、電子申請を行ったあと、下記の点を必ず確認して
・保 健 師 ください。

①「申込完了通知」の確認
申請がシステムに到達すると自動返信されるメールです。
確認できない場合は、申請が到達していない可能性があります。

②「受付完了通知及び受験番号のお知らせ」の確認
受付が完了すると、受付の完了確認及び受験番号のお知らせメールが送
信されます。

※町のホームページ及び町の指定する掲示板での合格発表は、受験番号で
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行います。
③「受験案内メール」の確認
受付が完了した後、テストセンター予約に関するＵＲＬ等を通知します｡
ＵＲＬが届いたら、テストセンターを予約してください。

※①～③のメールが、10/29（水）までに届かない場合は、上勝町役場総務課
人事担当まで必ずお問い合わせください。

５ 合格の発表
（１）第一次試験合格者の発表は、11月下旬～12月上旬頃に当町の指定する掲示板及び当町ホ

ームページに公告するとともに、合格者には文書で通知します。
（２）第二次試験合格者の発表は、12月下旬～1月上旬頃に当町の指定する掲示板及び当町ホ

ームページに公告するとともに、合否に関わらず、全員に文書で通知します。

６ 合格から採用まで
（１）最終合格者は、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に登載され、そのうちから採用

予定者が決定されます。したがって、合格者は必ずしも全員採用されるとは限りません。
（２）受験資格に記載した資格又は免許を有していない者又は採用日時点で、受験資格に必要

とされる有効な免許又は資格を失った場合は、採用候補者名簿に登載されても、採用され
る資格を失います。

（３）採用は、原則として令和８年４月１日以降です。

７ 給与
初任給は、職員の給与に関する条例（昭和32年上勝町条例第5号）等の規定により、原則とし

て下表のとおり支給されます。このほか、期末・勤勉手当、通勤手当等がそれぞれの支給条件に
応じて支給されます。
また、一定の職歴等がある者については、その経歴に応じて所定の金額が給料月額に加算され

る場合があります。

学 歴 初任給（令和７年９月１日現在）

高 校 卒 １８８，０００円～

短期大学卒 ２０４，４００円～

大 学 卒 ２２０，０００円～

８ 試験結果の口頭による開示請求
この試験の結果については、次のとおり口頭により開示を請求することができます。
開示を請求する場合は、受験者本人(不合格者に限る｡)が直接開示場所にお越しください。
（事前に来庁日をお知らせください。）なお、電話、はがき等による請求はできません。

区 分 開示請求できる者 必要書類 開示期間・場所

第１次試験結果 本人確認書類 それぞれ合格発表から１か月間
不合格者本人 （運転免許証・ 上勝町総務課

第２次試験結果 学生証など） 平日（祝日を除く）8:30～17:00

９ その他
（１）原則、電子申請による申込み以外は受付できませんが、インターネットによる申込みが

できない特段の事情がある場合には、１０月１５日（水）までに総務課人事担当まで電話
でお問い合わせください。
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（２）本採用試験に関して本町が収集する個人情報は、職員採用試験及び採用に関する事務以
外の目的では一切使用いたしません。ただし、採用者の個人情報は、採用後の人事情報と
して使用します。

（３）この試験についての問い合わせ先
〒771-4501 徳島県勝浦郡上勝町大字福原字下横峯3-1 上勝町役場総務課(人事担当)
電話：0885-46-0111 e-mail：soumu@kamikatsu.i-tokushima.jp


